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(57)【要約】
【課題】体腔用内視鏡と眼科用観察装置のそれぞれに接
続可能であり、体腔用内視鏡と眼科用観察装置のいずれ
が接続されたかを検出して最適な照明光の光量（光度）
を設定し、特に眼科用観察装置の使用時に被検者の眼を
痛めることなく良好な観察を行うことができる医療用光
源装置を得る。
【解決手段】ランプ制御部１５３は、判定部１５２が接
続部１２０に体腔用内視鏡２００が接続されていると判
定したときは、光源ランプ１１０が体腔用内視鏡２００
に供給する照明光の最大光量を第１の閾値に設定し、判
定部１５２が接続部１２０に眼科用観察装置３００が接
続されていると判定したときは、光源ランプ１１０が眼
科用観察装置３００に供給する照明光の最大光量を第１
の閾値よりも小さい第２の閾値に設定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の体腔内に照明光を照射する体腔用内視鏡と、被検者の前眼部に照明光を照射す
る眼科用観察装置とのいずれかを選択的に接続可能な接続部；
　前記接続部に接続された前記体腔用内視鏡または前記眼科用観察装置に照明光を供給す
る光源ランプ；
　前記接続部に前記体腔用内視鏡と前記眼科用観察装置とのいずれが接続されているかを
判定する判定部；及び
　前記判定部が前記接続部に前記体腔用内視鏡が接続されていると判定したときは、前記
光源ランプが前記体腔用内視鏡に供給する照明光の最大光量を第１の閾値に設定し、前記
判定部が前記接続部に前記眼科用観察装置が接続されていると判定したときは、前記光源
ランプが前記眼科用観察装置に供給する照明光の最大光量を前記第１の閾値よりも小さい
第２の閾値に設定するランプ制御部；を備えることを特徴とする医療用光源装置。
【請求項２】
　請求項１記載の医療用光源装置において、
　前記ランプ制御部は、前記光源ランプが前記眼科用観察装置に照明光を供給する場合に
おいて、前記光源ランプが所定時間連続して点灯したときに、前記光源ランプの点灯を強
制終了させる医療用光源装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の医療用光源装置において、
　前記接続部に接続された前記体腔用内視鏡または前記眼科用観察装置と通信する通信部
をさらに有し、
　前記判定部は、前記通信部の通信結果に基づいて、前記接続部に前記体腔用内視鏡と前
記眼科用観察装置とのいずれが接続されているかを判定する医療用光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔用内視鏡と眼科用観察装置とで共通して使用可能な医療用光源装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　体腔用内視鏡は、被検者の体腔（例えば消化管）内に照明光を照射して、病変部の有無
やその状態を観察するものである。眼科用観察装置は、被検者の前眼部に照明光を照射し
て、眼底の血管、網膜及び視神経などの状態を観察することで、緑内障、網膜剥離及び眼
底出血などの目の病気を調べるものである。従来、体腔用内視鏡に照明光を供給するため
の光源装置と、眼科用観察装置に照明光を供給するための光源装置とは、別個の専用品と
して準備されていた。
【０００３】
　従来装置（システム）において、このように体腔用内視鏡と眼科用観察装置に別個の光
源装置を準備する理由は、体腔用内視鏡が必要とする照明光の光量（光度）と、眼科用観
察装置が必要とする照明光の光量（光度）とが大きく異なることに由来する。つまり、照
明光の光量が大きい体腔用内視鏡の光源装置に、誤って小光量で足りる眼科用観察装置を
接続すると、水晶体で照明光が強く反射して観察できず、また被検者の眼を痛めるおそれ
がある。このため、従来、体腔用内視鏡の光源装置には眼科用観察装置を接続できないよ
うに両者の接続部に互換性を与えないのが技術常識であった。しかし、体腔用内視鏡と眼
科用観察装置とで光源装置（光源ランプ）を共用化できれば、電源管理、設備投資の両面
で利便性が増大する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－７５２３９号公報
【特許文献２】特開平９－１３１３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、以上の着眼に基づいて完成されたものであり、体腔用内視鏡と眼科用観察装
置のそれぞれに接続可能であり、体腔用内視鏡と眼科用観察装置のいずれが接続されたか
を検出して最適な照明光の光量（光度）を設定し、特に眼科用観察装置の使用時に被検者
の眼を痛めることなく良好な観察を行うことができる医療用光源装置を得ることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の医療用光源装置は、被検者の体腔内に照明光を照射する体腔用内視鏡と、被検
者の前眼部に照明光を照射する眼科用観察装置とのいずれかを選択的に接続可能な接続部
；前記接続部に接続された前記体腔用内視鏡または前記眼科用観察装置に照明光を供給す
る光源ランプ；前記接続部に前記体腔用内視鏡と前記眼科用観察装置とのいずれが接続さ
れているかを判定する判定部；及び前記判定部が前記接続部に前記体腔用内視鏡が接続さ
れていると判定したときは、前記光源ランプが前記体腔用内視鏡に供給する照明光の最大
光量を第１の閾値に設定し、前記判定部が前記接続部に前記眼科用観察装置が接続されて
いると判定したときは、前記光源ランプが前記眼科用観察装置に供給する照明光の最大光
量を前記第１の閾値よりも小さい第２の閾値に設定するランプ制御部；を備えることを特
徴としている。
【０００７】
　本明細書で「体腔用内視鏡または眼科用観察装置が接続部に接続されている」とは、体
腔用内視鏡または眼科用観察装置が、光源ランプからの照明光の供給を受けてこれを照射
可能な状態で、接続部に接続されていることを意味する。
【０００８】
　前記ランプ制御部は、前記光源ランプが前記眼科用観察装置に照明光を供給する場合に
おいて、前記光源ランプが所定時間連続して点灯したときに、前記光源ランプの点灯を強
制終了させることが好ましい。
【０００９】
　本発明の医療用光源装置は、前記接続部に接続された前記体腔用内視鏡または前記眼科
用観察装置と通信する通信部をさらに有し、前記判定部は、前記通信部の通信結果に基づ
いて、前記接続部に前記体腔用内視鏡と前記眼科用観察装置とのいずれが接続されている
かを判定することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、体腔用内視鏡と眼科用観察装置のそれぞれに接続可能であり、体腔用
内視鏡と眼科用観察装置のいずれが接続されたかを検出して最適な照明光の光量（光度）
を設定し、特に眼科用観察装置の使用時に被検者の眼を痛めることなく良好な観察を行う
ことができる医療用光源装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による医療用光源装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２（Ａ）は医療用光源装置のコネクタ部に体腔用内視鏡を接続した状態を示す
図であり、図２（Ｂ）は医療用光源装置のコネクタ部に眼科用観察装置を接続した状態を
示す図である。
【図３】本発明による医療用光源装置の動作フローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　図１、図２を参照して、本発明による医療用光源装置（プロセッサ）１００の構成につ
いて説明する。
【００１３】
　医療用光源装置１００は、該医療用光源装置１００の全構成要素の駆動電力源であるＡ
Ｃ電源１０１と、ＡＣ電源１０１の駆動電力をランプ系統に供給するランプ電源１０２と
、ＡＣ電源１０１の駆動電力をシステム系統に供給するシステム電源１０３とを備えてい
る。
【００１４】
　医療用光源装置１００は、ランプ電源１０２から供給された駆動電力によって照明光を
発する光源ランプ１１０を備えている。光源ランプ１１０は、ハロゲンランプ、キセノン
ランプまたはＬＥＤ等からなる。光源ランプ１１０は、自身が発する照明光の光量（光度
）を可変できるように構成されている。
【００１５】
　医療用光源装置１００は、光源ランプ１１０が発した照明光の光量を調整する回転絞り
板（回転チョッパ）１１１と、回転絞り板１１１を回転駆動する絞り板駆動モータ１１２
と、回転絞り板１１１の回転位置を検出する絞り位置検出センサ１１３とを備えている。
【００１６】
　医療用光源装置１００は、導光路を有するコネクタ嵌込部（接続部）１２０を備えてお
り、このコネクタ嵌込部１２０に、体腔用内視鏡２００と眼科用観察装置３００とのいず
れかが選択的に接続可能となっている。すなわち、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、体
腔用内視鏡２００と眼科用観察装置３００は同一仕様のコネクタ部（接続部）２１０とコ
ネクタ部（接続部）３１０を備えており、このコネクタ部２１０とコネクタ部３１０が単
一のコネクタ嵌込部１２０に着脱自在となっている（両コネクタ部に互換性を持たせてい
る）。また、コネクタ部２１０とコネクタ部３１０には、装置ＩＤを記録したＩＤメモリ
２１１とＩＤメモリ３１１が内蔵されている。医療光源装置１００には通信部１３０が設
けられており、この通信部１３０がＩＤメモリ２１１またはＩＤメモリ３１１と通信して
装置ＩＤを受け取ることで、医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部１２０）に接続され
ているのが体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）と眼科用観察装置３００（コネクタ
部３１０）のいずれであるのかを知ることができるようになっている。
【００１７】
　ここで、ＩＤメモリ２１１とＩＤメモリ３１１が記録した装置ＩＤとしては、例えば、
体腔用内視鏡２００と眼科用観察装置３００の挿入部の長さ情報、体腔用内視鏡２００と
眼科用観察装置３００を使用する医師情報などが挙げられる。
【００１８】
　医療用光源装置１００に体腔用内視鏡２００が接続されているとき（図２（Ａ））は、
光源ランプ１１０が発した照明光は、回転絞り板１１１とコネクタ嵌込部１２０の導光路
を介して、体腔用内視鏡２００のユニバーサルケーブル２２０から操作部２３０そして挿
入部２４０の先端部まで延びるライトガイドファイバ（図示せず）内に入射し、このライ
トガイドファイバの先端部に設けられた照明レンズ（図示せず）から射出される。この照
明光は被検者の体腔（例えば消化管）内を照射し、その反射光が挿入部２４０の先端部に
設けられた撮像素子（図示せず）で撮像されて撮像信号となる。この撮像信号は、体腔用
内視鏡２００の挿入部２４０から操作部２３０そしてユニバーサルケーブル２２０内に配
設された画像信号用ケーブル（図示せず）を介して伝送される。
【００１９】
　医療用光源装置１００に眼科用観察装置３００が接続されているとき（図２（Ｂ））は
、光源ランプ１１０が発した照明光は、回転絞り板１１１とコネクタ嵌込部１２０の導光
路を介して、眼科用観察装置３００のユニバーサルケーブル３２０から操作部３３０そし
て挿入部３４０の先端部まで延びるライトガイドファイバ（図示せず）内に入射し、この
ライトガイドファイバの先端部に設けられた照明レンズ（図示せず）から射出される。こ
の照明光は被検者の前眼部を照射し、その反射光が挿入部３４０の先端部に設けられた撮
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像素子（図示せず）で撮像されて撮像信号となる。この撮像信号は、眼科用観察装置３０
０の挿入部３４０から操作部３３０そしてユニバーサルケーブル３２０内に配設された画
像信号用ケーブル（図示せず）を介して伝送される。
【００２０】
　医療用光源装置１００は、体腔用内視鏡２００または眼科用観察装置３００の画像信号
用ケーブルから伝送された撮像信号に画像処理を施す画像処理部１４０を備えており、画
像処理部１４０が画像処理を施した観察画像は、医療用光源装置１００の外部のモニタ４
００に表示される。
【００２１】
　医療用光源装置１００は、該医療用光源装置１００の動作全般を制御する制御回路１５
０を備えている。この制御回路１５０は、絞り板制御部１５１と、判定部１５２と、ラン
プ制御部１５３とからなる。
【００２２】
　絞り板制御部１５１は、絞り位置検出センサ１１３が検出した回転絞り板１１１の回転
位置に基づいて、絞り板駆動モータ１１２を介して、回転絞り板１１１を回転駆動制御す
る。
【００２３】
　判定部１５２は、通信部１３０の通信結果に基づいて、医療用光源装置１００（コネク
タ嵌込部１２０）に体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）と眼科用観察装置３００（
コネクタ部３１０）のいずれが接続されているかを判定する。
【００２４】
　ランプ制御部１５３は、判定部１５２の判定結果に基づいて、光源ランプ１１０が体腔
用内視鏡２００または眼科用観察装置３００に供給する照明光の最大光量（最大光度）を
設定する。
　すなわち、ランプ制御部１５３は、判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌
込部１２０）に体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）が接続されていると判定したと
きは、光源ランプ１１０が体腔用内視鏡２００に供給する照明光の最大光量（最大光度）
を「第１の閾値」に設定する。この「第１の閾値」は、例えば、光源ランプ１１０が能力
的に供給可能な最大限度の照明光の光量（光度）である。
　一方、ランプ制御部１５３は、判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部
１２０）に眼科用観察装置３００（コネクタ部３１０）が接続されていると判定したとき
は、光源ランプ１１０が眼科用観察装置３００に供給する照明光の最大光量（最大光度）
を、「第１の閾値」よりも小さい「第２の閾値」に設定する。
　本実施形態では、「第１の閾値」を８００ｃｄ（カンデラ）に設定し、「第２の閾値」
を１ｃｄ（カンデラ）に設定している。
【００２５】
　ランプ制御部１５３は、光源ランプ１１０が眼科用観察装置３００に照明光を供給する
場合において、光源ランプ１１０が所定時間連続して点灯したときに、光源ランプ１１０
の点灯を強制終了させる。すなわち、ランプ制御部１５３は、光源ランプ１１０が眼科用
観察装置３００に照明光の供給を開始すると同時に、タイマー部１６０による計時を開始
させ、光源ランプ１１０の連続点灯時間が所定時間（例えば５分）に到達した時点で、光
源ランプ１１０の点灯を強制終了させる。
【００２６】
　なお、ランプ制御部１５３は、判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部
１２０）に体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）が接続されていると判定したときは
、光源ランプ１１０を連続点灯と点滅点灯のいずれかに切り替えて使用できるように点灯
制御する。光源ランプ１１０の連続点灯と点滅点灯の切り替えは、図示しない手動スイッ
チの入力操作によって実行することができる。
　一方、ランプ制御部１５３は、判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部
１２０）に眼科用観察装置３００（コネクタ部３１０）が接続されていると判定したとき
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は、光源ランプ１１０を常時連続点灯させて使用するように点灯制御する。ランプ制御部
１５３は、仮に、眼科用観察装置３００の接続時において、図示しない手動スイッチによ
って光源ランプ１１０を連続点灯から点滅点灯に切り替える旨の入力操作が実行されたと
きは、モニタ４００に「注意！眼科用観察装置の使用時にもかかわらず点滅点灯に切り換
えますが本当によろしいですか？」といった警告表示を出して、ユーザの再確認を求め、
ユーザの再確認を得られたときにだけ、例外的に、光源ランプ１１０の点滅点灯を許可す
る。
【００２７】
　続いて、図３のフローチャートを参照して、以上のように構成された医療用光源装置１
００の動作について説明する。
【００２８】
　医療用光源装置１００の電源がオンされると、絞り板制御部１５１が、絞り板駆動モー
タ１１２を介して、回転絞り板１１１の回転位置を初期化する（ステップＳ１）。
【００２９】
　次いで、通信部１３０が、コネクタ嵌込部１２０に通信可能なコネクタ部が装着されて
いるか否かを判定する（ステップＳ２）。通信部１３０は、コネクタ嵌込部１２０に通信
可能なコネクタ部が装着されていないときは（ステップＳ２：ＮＯ）、何らの処理も行わ
ない。通信部１３０は、コネクタ嵌込部１２０に通信可能なコネクタ部が装着されている
ときは（ステップＳ２：ＹＥＳ）、装着されたコネクタ部からの装置ＩＤを受信する（ス
テップＳ３）。
【００３０】
　次いで、判定部１５２が、通信部１３０の通信結果に基づいて、医療用光源装置１００
（コネクタ嵌込部１２０）に体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）が接続されている
か否かを判定する（ステップＳ４）。判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌
込部１２０）に体腔用内視鏡２００（コネクタ部２１０）が接続されていると判定したと
きは（ステップＳ４：ＹＥＳ）、ランプ制御部１５３が、光源ランプ１１０が体腔用内視
鏡２００に供給する照明光の最大光量（最大光度）を「第１の閾値」に設定した上で（ス
テップＳ５）、被検者の体腔内（例えば消化管）を観察する（ステップＳ６）。
【００３１】
　判定部１５２は、医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部１２０）に体腔用内視鏡２０
０（コネクタ部２１０）が接続されていないと判定したときは（ステップＳ４：ＮＯ）、
さらに、医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部１２０）に眼科用観察装置３００（コネ
クタ部３１０）が接続されているか否かを判定する（ステップＳ７）。判定部１５２が医
療用光源装置１００（コネクタ嵌込部１２０）に眼科用観察装置３００（コネクタ部３１
０）が接続されていると判定したときは（ステップＳ７：ＹＥＳ）、ランプ制御部１５３
が、光源ランプ１１０が眼科用観察装置３００に供給する照明光の最大光量（最大光度）
を「第１の閾値」よりも小さい「第２の閾値」に設定し（ステップＳ８）、且つ、タイマ
ー部１６０による計時を開始させた上で（ステップＳ９）、被検者の前眼部を観察する（
ステップＳ１０）。
【００３２】
　ランプ制御部１５３は、タイマー部１６０を参照して、光源ランプ１１０の連続点灯時
間が所定時間（例えば５分）に到達するまでは、光源ランプ１１０の点灯を継続して被検
者の前眼部の観察を可能とし（ステップＳ１１：ＮＯ、ステップＳ１０）、光源ランプ１
１０の連続点灯時間が所定時間（例えば５分）に到達した時点で、光源ランプ１１０の点
灯を強制終了させて被検者の前眼部の観察を不能にする（ステップＳ１１：ＹＥＳ、ステ
ップＳ１２）。
【００３３】
　判定部１５２が医療用光源装置１００（コネクタ嵌込部１２０）に眼科用観察装置３０
０（コネクタ部３１０）が接続されていないと判定したときは（ステップＳ７：ＮＯ）、
医療用光源装置１００では使用できない（互換性のない）内視鏡または装置が接続されて
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いることを意味しているので、モニタ４００にその旨の警告表示を出す（ステップＳ１３
）。
【００３４】
　このように本実施形態の医療用光源装置１００によれば、ランプ制御部１５３が、判定
部１５２がコネクタ嵌込部（接続部）１２０に体腔用内視鏡２００が接続されていると判
定したときは、光源ランプ１１０が体腔用内視鏡２００に供給する照明光の最大光量（最
大光度）を「第１の閾値」に設定し、判定部１５２がコネクタ嵌込部（接続部）１２０に
眼科用観察装置３００が接続されていると判定したときは、光源ランプ１１０が眼科用観
察装置３００に供給する照明光の最大光量（最大光度）を「第１の閾値」よりも小さい「
第２の閾値」に設定する。これにより、体腔用内視鏡２００と眼科用観察装置３００のそ
れぞれに対して最適な照明光の光量（光度）を設定し、特に眼科用観察装置３００の使用
時に被検者の眼を痛めることなく良好な観察を行うことができる。
【００３５】
　また、ランプ制御部１５３が、光源ランプ１１０が眼科用観察装置３００に照明光を供
給する場合において、光源ランプ１１０が所定時間連続して点灯したときに、光源ランプ
１１０の点灯を強制終了させるので、光源ランプ１１０の不用意な連続点灯によって被検
者の眼を痛めることなく良好な観察を行うことができる。
【００３６】
　以上の実施形態では、「第１の閾値」を８００ｃｄ（カンデラ）に設定し、「第２の閾
値」を１ｃｄ（カンデラ）に設定した場合を例示して説明している。しかし、これらはあ
くまで一例であって、「第１の閾値」と「第２の閾値」の具体的数値は種々の設計変更が
可能である。
【００３７】
　以上の実施形態では、ランプ制御部１５３が、光源ランプ１１０の連続点灯時間が５分
に到達した時点で光源ランプ１１０の点灯を強制終了させる場合を例示して説明している
。しかし、光源ランプ１１０の連続点灯時間（点灯を強制終了させるまでの時間）は５分
に限定されず種々の設計変更が可能である。なお、光源ランプ１１０の連続点灯時間は、
光源ランプ１１０の放射輝度と照射時間の積で規定される網膜照射線量を基準とした安全
面を考慮して定める。
【００３８】
　以上の実施形態では、医療用光源装置１００に、体腔用内視鏡２００と眼科用観察装置
３００で共用の単一のコネクタ嵌込部１２０を設けた場合を例示して説明したが、医療用
光源装置１００に、体腔用内視鏡２００と眼科用観察装置３００に専用の２つのコネクタ
嵌込部を設ける態様も可能である。この態様では、専用のコネクタ嵌込部に体腔用内視鏡
２００または眼科用観察装置３００が嵌め込まれたときに判定部１５２がこれを判定し、
ランプ制御部１５３が、光源ランプ１１０が体腔用内視鏡２００または眼科用観察装置３
００に供給する照明光の光量（光度）を「第１の閾値」または「第２の閾値」に設定する
。もちろん、医療用光源装置１００に設けられた光源ランプ１１０は１つだけなので、専
用のコネクタ嵌込部に嵌め込まれた体腔用内視鏡２００または眼科用観察装置３００のう
ち、光源ランプ１１０からの照明光の供給を受けてこれを照射可能なのは１つだけである
。
【符号の説明】
【００３９】
１００　医療用光源装置（プロセッサ）
１０１　ＡＣ電源
１０２　ランプ電源
１０３　システム電源
１１０　光源ランプ
１１１　回転絞り板（回転チョッパ）
１１２　絞り板駆動モータ
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１１３　絞り位置検出センサ
１２０　コネクタ嵌込部（接続部）
１３０　通信部
１４０　画像処理部
１５０　制御回路
１５１　絞り板制御部
１５２　判定部
１５３　ランプ制御部
１６０　タイマー部
２００　体腔用内視鏡
２１０　コネクタ部（接続部）
２１１　ＩＤメモリ
２２０　ユニバーサルケーブル
２３０　操作部
２４０　挿入部
３００　眼科用観察装置
３１０　コネクタ部（接続部）
３１１　ＩＤメモリ
３２０　ユニバーサルケーブル
３３０　操作部
３４０　挿入部
４００　モニタ

【図１】 【図２】
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152确定体腔内窥镜200连接到连接单元120时，灯控制单元153将来自光
源灯110的照明光提供给体腔内窥镜200。 当确定单元152通过设置第一
阈值的最大光量来确定眼科观察装置300连接到连接单元120时，光源灯
110将照明光提供给眼科观察装置300。 的最大光量被设置为小于第一阈
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